
証券コード：7438

日　時

2026年6月24日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

第74回 定時株主総会
招 集 ご 通 知

場　所

議　案

第1号議案　剰余金の処分の件
第2号議案　定款一部変更の件
第3号議案　‌�取 締 役（ 監 査 等 委 員 で あ る 

取締役を除く。）10名選任の件
第4号議案　‌�監査等委員である取締役3名選任の件
第5号議案　‌�当社株式の大規模買付行為に関する
　  　　　　�対応策（買収への対応方針）の継続

の件

　株主総会にご出席の株主様へのお土産
のご用意はございません。
　何卒ご理解くださいますようお願い申
しあげます。

大阪市西区境川二丁目２番１号
コンドーテック　大阪本社ビル　7階大会議室

（末尾の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。）
開催場所が昨年と異なりますので、ご注意ください。



拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第74回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
　なお、本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）
について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第74回定時株主総会
招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くだ
さいますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】
　https://www.kondotec.co.jp/ir/stocksinfo/meeting.html

　また、電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、
以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）に「コン
ドーテック」、又はコードに「7438」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択
のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面にて議決権を行使することができますので、
お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、後述の「議決権行使方法のご案内」に従って、
2026年６月23日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
� 敬　具

株　主　各　位
大 阪 市 西 区 境 川 二 丁 目 ２ 番 １ 号

代表取締役社長 濵 野 　 昇

第74回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知

（証券コード：7438）
2026年６月２日
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記

１．日　　時 2026年６月24日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

２．場　　所 大阪市西区境川二丁目２番１号
コンドーテック　大阪本社ビル　７階大会議室
開催場所が昨年と異なりますので、ご注意ください。（末尾の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目的事項 報告事項　１．‌�第74期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算
書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

　　　　　２．第74期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項	 第１号議案	 剰余金の処分の件

第２号議案	 定款一部変更の件
第３号議案	 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
第４号議案	 監査等委員である取締役3名選任の件
第５号議案	� 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対

応方針）の継続の件

４．�招集にあ
たっての
決定事項

（1）	�電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定
に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

　　　①�事業報告の「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制」、「業務の
適正を確保するための体制の運用状況」及び「会社の支配に関する基本方針」

　　　②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
　　　③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
　　�従いまして、お送りする書面は、監査報告を作成するに際し、会計監査人及び

監査等委員会が監査をした対象の一部であります。
（2）	�議決権行使書において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、賛成の意思

表示があったものとしてお取り扱いいたします。
（3）	�インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネッ

トによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
また、インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後（ただし
議決権行使期限前に限る）に行使された内容を有効とさせていただきます。

� 以　上

◎�本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送
りいたします。

◎�電子提供措置事項に修正が生じた場合には、直ちに前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェ
ブサイトにて、その旨、修正前及び修正後の内容を開示いたします。

　株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
　何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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インターネットによる議決権行使の場合
　「インターネットによる議決権行使のご案内」（次ページ）をご参照のうえ、 
議案に対する賛否をご入力ください。

 	 行使期限　2026年６月23日（火曜日）午後５時30分入力完了分まで
　※ただし、毎日午前２時30分から午前４時30分まではお取り扱いを休止いたします。

書面による議決権行使の場合
　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご
表示のうえ、郵送にてご返送ください。

 	 行使期限　2026年６月23日（火曜日）午後５時30分到着分まで

株主総会にご出席いただく場合
　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さい。
　開催場所につきましては、末尾の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。

 	 開催日時　2026年６月24日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

3

議決権行使方法のご案内
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
サイト https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み
取ってください。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

見本

見本

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

　議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワー
ドを入力することなく、議決権行使サイトにログイン
することができます。

以降は画面の案内に従って議案に対する賛否を
ご入力ください。

2

※操作画面はイメージです。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力くだ
さい。

3

議決権行使サイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログイン
ID・仮パスワード」を入力しクリックして
ください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック



株　主　総　会　参　考　書　類
議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
　　剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

　　　期末配当に関する事項
　　　‌�　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な施策として位置づけ、今後もM＆A等による

戦略投資、成長に向けた設備投資による収益力向上に努めるとともに、資本効率の向上に取り
組んでまいります。

　　　‌�　配当につきましては、連結業績、連結配当性向について十分留意しながら、中長期的な目標
である連結純資産配当率（DOE）4.0％以上を念頭に、株主の皆様へ継続的に増配を行うこと
を基本方針としております。

　　　‌�　DOEは、純資産の中から配当金として還元する割合を示しており、一時的な利益の増減に左
右されず安定的な配当の実現を可能とする指標となります。なお、当社グループは、資本効率
を示す自己資本当期純利益率（ROE）10.0%以上も目標としております。これは、毎期一定以
上の利益を計上することにより、配当額決定の基礎となる純資産が増加する結果、継続的な増
配が可能となることを意味しております。

　　　‌�　当事業年度の期末配当につきましては、業績等を勘案し、株主の皆様の日頃のご支援にお応
えするため、１株につき前事業年度比３円増配の26円とさせていただきたく存じます。これに
より、すでに実施しております中間配当１株につき26円を加えました年間配当金は、１株につ
き52円となります。
配当財産の種類 金銭
配当財産の割当に関する事項
及びその総額

当社普通株式１株につき26円
総額666,508,960円

剰余金の配当が効力を生じる日 2026年６月25日
（ご参考）配当金の推移

中間
17

期末
17

34

第71期
2023年3月期

中間
16

期末
16

32

第70期
2022年3月期

中間
26

期末
26

52

第74期
2026年3月期

中間
23

期末
23

46

第73期
2025年3月期

中間
20

期末
20

40

第72期
2024年3月期

（円）
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第２号議案 定款一部変更の件
　　１．提案の理由

　当社及び当社子会社を含めた今後の事業拡大及び多様化に対応するため、現行定款第２条
（目的）の事業目的を一部変更するものであります。

　　２．変更の内容
　　　　　変更の内容は次のとおりであります。
� （下線は変更部分を示します。）

現　行　定　款 変　　更　　案

（目　　的）
第２条�　当会社は、つぎの事業を営むことを

目的とする。
（１）～（９）	 （条文省略）

（10）�土木工事業、建築工事業、建築金物工事
業、鋼構造物工事業、とび・土工工事業、
左官工事業、屋根工事業、電気工事業、
管工事業、ほ装工事業、造園工事業、電
気通信工事業、消防施設工事業、機械器
具設置工事業、内装仕上工事業

（11）～（18）	 （条文省略）

（目　　的）
第２条�　当会社は、つぎの事業を営むことを

目的とする。
（１）～（９）	 （現行どおり）

（10）�土木工事業、建築工事業、建築金物工事
業、鋼構造物工事業、とび・土工工事業、
左官工事業、屋根工事業、電気工事業、
管工事業、ほ装工事業、造園工事業、電
気通信工事業、消防施設工事業、機械器
具設置工事業、内装仕上工事業、塗装工
事業、防水工事業

（11）～（18）	 （現行どおり）
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
　本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）
10名全員が任期満了となります。
　つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任である
と判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号 氏　　　　　名 当社における地位及び担当 取締役会

出席回数

1 近
こん

藤
どう

勝
かつ

彦
ひこ

代表取締役会長 12回/12回

2 濵
はま

野
の

　 昇
のぼる

代表取締役社長 12回/12回

3 矢
や

田
だ

裕
ひろ

之
ゆき

専務取締役管理本部長兼SDGs推進室長 12回/12回

4 石
いし

野
の

和
かず

浩
ひろ

常務取締役営業本部長 12回/12回

5 浅
あさ

川
かわ

和
かず

之
ゆき

取締役東日本営業部長 12回/12回

6 古
ふる

田
た

総
そう

一
いち

取締役海外営業部長 12回/12回

7 石
いし

橋
ばし

康
やす

司
し

取締役製造本部長兼九州工場長 12回/12回

8 江
え

尻
じり

友
とも

征
ゆき 取締役（当社子会社日本足場ホールディングス株式会社

代表取締役社長兼当社子会社東海ステップ株式会社代表
取締役会長兼当社子会社株式会社フコク代表取締役社長）

12回/12回

9 金
かな

� 井
い

　美
み

智
ち

子
こ

再任 社外 独立 社外取締役 12回/12回

10 福
ふく

� 井
い

　彌
や

一
いち

郎
ろう

再任 社外 独立 社外取締役 12回/12回

再任

再任

再任

再任

再任

再任

再任

再任

7



候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

1

再任

近
こん

藤
どう

勝
かつ

彦
ひこ

（1959年11月 8 日生）

1984年 6 月　当社入社
1988年 7 月　当社埼玉営業所長
1991年 1 月　当社新規事業北関東営業所長
1992年 6 月　当社取締役新規事業北関東営業所長
1999年 3 月　当社取締役横浜支店長
2002年 6 月　当社取締役業務部長
2007年10月　当社取締役企画部長
2010年 4 月　当社取締役
	 三和電材株式会社代表取締役副社長
2011年 6 月　三和電材株式会社代表取締役社長
2013年 1 月　当社取締役企画担当
2013年 6 月　当社代表取締役社長
2021年 6 月　三和電材株式会社取締役
2021年10月　栗山アルミ株式会社取締役
2024年 6 月　当社代表取締役会長（現任）

（重要な兼職の状況）
有限会社藤和興産　代表取締役
株式会社藤登興産　代表取締役
株式会社藤勝興産　代表取締役

186,032株

［ 選任理由  ］
　1984年入社以来、営業部門、物流部門、企画部門等に携わる他、電設資材卸売業の三和電材
株式会社の子会社化に伴い、同社代表取締役を務める等の豊富な経験を有しております。
　代表取締役会長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者
であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

2

再任

濵
はま

野
の

　 昇
のぼる

（1970年６月12日生）

1993年 4 月　当社入社
1999年 3 月　当社新規事業北関東営業所長
2000年 8 月　当社新規事業神奈川営業所長
2003年 4 月　当社新規事業京滋営業所長
2012年 9 月　当社新規事業山陽営業所長
2017年 4 月　当社関西支店長
2018年 6 月　当社執行役員鉄構営業部長兼関西支店長
2020年 4 月　当社執行役員鉄構営業部長
2020年 6 月　当社取締役鉄構営業部長
2021年 6 月　当社常務取締役営業本部長兼鉄構営業部長
2023年 4 月　当社常務取締役営業本部長
2024年 6 月　当社代表取締役社長（現任）

42,200株

［ 選任理由  ］
　1993年入社以来、営業部門に携わる等、豊富な経験を有しております。
　代表取締役社長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者
であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

8

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類
・
計
算
書
類

監
査
報
告
書

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類



候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

3

矢
や

田
だ

裕
ひろ

之
ゆき

（1962年７月15日生）

1985年 4 月　当社入社
2006年 6 月　当社横浜支店長
2011年 6 月　当社業務部長
	 当社執行役員業務部長
2013年 4 月　当社執行役員西日本営業部長
2016年 6 月　当社取締役西日本営業部長
2018年 4 月　当社取締役西日本営業部長兼事業戦略室長
2019年 6 月　当社取締役営業本部長兼西日本営業部長兼事業戦略室長
2020年 6 月　当社常務取締役営業本部長兼西日本営業部長兼事業戦略室長
2021年 6 月　株式会社フコク取締役（現任）
	 東海ステップ株式会社取締役（現任）
	 テックビルド株式会社取締役（現任）
	 日本足場ホールディングス株式会社取締役（現任）
	 当社専務取締役管理本部長兼総務部長兼事業戦略室長
2024年 4 月　当社専務取締役管理本部長
2024年10月　上田建設株式会社取締役（現任）
2024年12月　当社専務取締役管理本部長兼SDGs推進室長（現任）
2025年12月　琉球ブリッジ株式会社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
日本足場ホールディングス株式会社　取締役
テックビルド株式会社　取締役
東海ステップ株式会社　取締役
株式会社フコク　取締役
上田建設株式会社　取締役
琉球ブリッジ株式会社　取締役

55,500株

［ 選任理由  ］
　1985年入社以来、営業部門、物流部門、管理部門に携わる等、豊富な経験を有しております。
　管理本部長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者であ
ると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

再任

9



候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

4

石
いし

野
の

和
かず

浩
ひろ

（1967年10月11日生）

1990年 2 月　当社入社
2006年 4 月　当社秋田営業所長
2011年 6 月　当社新潟営業所長
2014年 4 月　当社新潟支店長
2020年 6 月　当社業務部長
2021年 6 月　中央技研株式会社取締役（現任）
	 当社執行役員西日本営業部長
2022年 4 月　当社執行役員西日本営業部長兼開発営業部長
2022年 6 月　三和電材株式会社取締役（現任）
	 栗山アルミ株式会社取締役（現任）
	 当社取締役西日本営業部長兼開発営業部長
2023年 4 月　当社取締役西日本営業部長兼開発営業部長
	 兼eコマースグループ長
2024年 4 月　当社取締役西日本営業部長
2024年 6 月　当社取締役営業本部長
2025年 6 月　当社常務取締役営業本部長（現任）

（重要な兼職の状況）
　三和電材株式会社　取締役
　中央技研株式会社　取締役
　栗山アルミ株式会社　取締役

27,500株

［ 選任理由  ］
　1990年入社以来、営業部門、物流部門等に携わる等、豊富な経験を有しております。
　営業本部長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者であ
ると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

5

再任

浅
あさ

川
かわ

和
かず

之
ゆき

（1967年12月24日生）

1990年 4 月　当社入社
2004年 7 月　当社高松営業所長
2011年 6 月　当社大阪支店長
2017年10月　当社東京支店長
2018年 6 月　当社執行役員東日本営業部長兼東京支店長
2019年 6 月　当社取締役東日本営業部長兼東京支店長
2025年11月　鈴東株式会社取締役（現任）
2026年 4 月　当社取締役東日本営業部長（現任）

（重要な兼職の状況）
　鈴東株式会社　取締役

30,000株

［ 選任理由  ］
　1990年入社以来、営業部門等に携わる等、豊富な経験を有しております。
　東日本営業部長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者
であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

再任
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

6

再任

古
ふる

田
た

総
そう

一
いち

（1968年 9 月17日生）

1991年 4 月	 当社入社
2019年 3 月	 KONDOTEC INTERNATIONAL
		  （THAILAND）Co.,LTD. 社長（現任）
2019年 6 月	 当社執行役員
2020年 3 月	 当社執行役員海外営業部長
2023年 6 月　当社取締役海外営業部長（現任）

（重要な兼職の状況）
　KONDOTEC INTERNATIONAL（THAILAND）Co.,LTD. 社長

15,500株

［ 選任理由  ］
　1991年入社以来、海外営業部門、子会社経営等に携わる等、豊富な経験を有しております。
　海外営業部長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者で
あると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

7

再任

石
いし

橋
ばし

康
やす

司
し

（1969年 4 月24日生）

1992年 4 月	 当社入社
1997年 7 月	 当社新規事業東海営業所長
2001年10月	 当社新規事業中京営業所長
2009年 4 月	 当社新規事業中京支店長
2013年 4 月	 当社滋賀工場長
2016年 6 月	 当社執行役員滋賀工場長
2017年10月	 当社執行役員関東工場長
2021年10月	 当社執行役員
	 栗山アルミ株式会社代表取締役社長
2022年10月	 当社執行役員九州工場長
2023年 6 月　当社取締役製造本部長兼九州工場長（現任）

29,400株

［ 選任理由  ］
　1992年入社以来、営業部門、製造部門、子会社経営等に携わる等、豊富な経験を有しており
ます。
　製造本部長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者であ
ると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

11



候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

8

江
え

尻
じり

友
とも

征
ゆき

（1965年８月30日生）

1988年 4 月　当社入社
1998年10月　当社静岡営業所長
2002年 1 月　当社金沢営業所長
2007年10月　当社福岡支店長
2013年 4 月　当社業務部長
2015年 6 月　当社海外営業部長
2016年 6 月　当社執行役員海外営業部長
2019年 6 月　当社取締役海外営業部長
2020年 2 月　当社取締役（現任）
		  東海ステップ株式会社代表取締役会長（現任）
2021年 4 月　日本足場ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
2025年 6 月　株式会社フコク代表取締役社長（現任）
2025年11月　鈴東株式会社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
　日本足場ホールディングス株式会社　代表取締役社長
　東海ステップ株式会社　代表取締役会長
　株式会社フコク　代表取締役社長
　鈴東株式会社　取締役

33,400株

［ 選任理由  ］
　1988年入社以来、営業部門、物流部門、海外営業部門、子会社経営等に携わる等、豊富な経
験を有しております。
　子会社代表取締役としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する
者であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

再任
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

9

金
かな

井
い

　 美
み

智
ち

子
こ

（1955年 6 月16日生）

1990年 4 月　弁護士登録 
大江橋法律事務所（現弁護士法人大江橋法律事務所）入所

1998年 4 月　同所パートナー
2002年 8 月　弁護士法人大江橋法律事務所　社員
2007年 6 月　株式会社ユー・エス・ジェイ（現合同会

社ユー・エス・ジェイ）社外監査役
2015年 6 月　当社社外取締役（現任）
	 三共生興株式会社社外監査役
2016年 6 月　IDEC株式会社社外取締役
2018年 6 月　同社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年 6 月　アズワン株式会社社外取締役
2023年 6 月　同社社外取締役（監査等委員）（現任）
2026年 1 月　弁護士法人大江橋法律事務所　弁護士（現任）

（重要な兼職の状況）
弁護士（弁護士法人大江橋法律事務所）
IDEC株式会社　社外取締役（監査等委員）
アズワン株式会社　社外取締役（監査等委員）

8,400株

［ 選任理由及び期待される役割の概要 ］
　M&Aや国際取引及び知的財産権等の分野に精通しており、弁護士としての経験・識見を活か
し、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視と助言を行う
ことに適任であります。
　そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、引き続
き、社外取締役候補者といたしました。
　なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記
の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
　また、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の
決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

再任 社外 独立役員

13



候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

10

福
ふく

井
い

　 彌
や

一
いち

郎
ろう

（1946年11月10日生）

1997年 6 月　積水樹脂株式会社取締役
1999年 6 月　同社常務取締役執行役員
2001年 6 月　同社専務取締役
2002年 6 月　同社取締役副社長
2003年 6 月　同社代表取締役社長
2012年 6 月　同社社長執行役員
2016年 4 月　同社代表取締役会長兼CEO
2022年 4 月　同社取締役会長
2022年 6 月　日本興業株式会社社外取締役
2024年 6 月　当社社外取締役（現任）

4,100株

［ 選任理由及び期待される役割の概要 ］
　積水樹脂株式会社にて代表取締役の立場で会社経営に携わる等、会社の経営に関して豊富な経
験を有しており、当社の経営に有用な助言及び提言をいただくことで、当社の企業価値向上に繋
がるものと判断し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
　また、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の
決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

（注）	 １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
	 ２．金井美智子及び福井彌一郎の両氏は、社外取締役候補者であり、当社は、東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立役員

届出書を提出しております。
	 ３．当社の社外取締役に就任してからの年数（本総会終結の時まで）
	 　　　　　　　金井美智子氏 　11年
	 　　　　　　　福井彌一郎氏 　  2年
	 ４．金井美智子及び福井彌一郎の両氏と当社の間で、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任に関し法令の定める最低責任限度額を

限度とする旨の責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。
	 ５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概

要は、事業報告の「Ⅳ　会社役員に関する事項」の「２．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。取締役候
補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

再任 社外 独立役員
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第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
　本総会終結の時をもって監査等委員である取締役　西田範夫、安田加奈、德田　琢の３氏が任期
満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案の提出につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号 氏　　　　　名 当社における地位及び担当 取締役会

出席回数
監査等委員会
出 席 回 数

1 祖
そ

家
や

浩
ひろ

樹
き

監査等委員会付顧問 － －

2 安
やす

田
だ

加
か

奈
な

社外取締役（監査等委員） 12回/12回 17回/18回

3 德
とく

� 田
だ

　　　琢
たく

社外取締役（監査等委員） 12回/12回 18回/18回

新任

再任
社外
独立

再任
社外
独立
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

1

祖
そ

家
や

浩
ひろ

樹
き

（1967年８月４日生）

1991年 4 月	 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
2016年 1 月	 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）新大阪支社長
2019年 5 月	 同行船場支店長
2021年 5 月	 エムエスティ保険サービス株式会社執行役員
2022年 6 月	 同社常務執行役員
2024年 6 月	 同社取締役専務執行役員
2025年 7 月	 当社入社　監査等委員会付顧問（現任）

－株

［ 選任理由 ］
　株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行後、上記の職務を経験し、金融・財務に関
する豊富な知見を有しております。その後、エムエスティ保険サービス株式会社において経営経
験も有しており、これらの知見と経験に基づいて、監査等委員である取締役としての役割を果た
すことが期待できるため、新たに、監査等委員である取締役候補者といたしました。

新任



候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

2

安
やす

田
だ

加
か

奈
な

（1969年４月10日生）

1993年10月　センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1997年 4 月　公認会計士登録
2000年 3 月　安田会計事務所設立　同所所長（現任）
2004年 3 月　税理士登録
2009年 9 月　シンポ株式会社社外監査役
2010年 5 月　スギホールディングス株式会社社外監査役（現任）
2016年 6 月　株式会社ゲオホールディングス社外取締役（現任）
2019年 6 月　中央発條株式会社社外取締役（現任）
	 当社社外監査役
2020年 6 月　当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2021年 9 月　株式会社物語コーポレーション社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
　公認会計士（安田会計事務所　所長）
　スギホールディングス株式会社　社外監査役（2026年５月退任予定）
　株式会社ゲオホールディングス　社外取締役
　中央発條株式会社　社外取締役
　株式会社物語コーポレーション　社外取締役

5,400株

［ 選任理由及び期待される役割の概要 ］
　公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、公認会計士の専門的見地から監査等
委員である社外取締役としての役割を果たすことが期待できるため、引き続き、監査等委員であ
る社外取締役候補者といたしました。
　なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記
の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしまし
た。

再任 社外 独立役員
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

3

德
とく

田
だ

　 琢
たく

（1972年２月５日生）

2000年 4 月　弁護士登録、小澤・秋山法律事務所入所
2003年10月　德田法律事務所入所
2018年10月　京都大学法科大学院非常勤講師
2020年 1 月　德田法律事務所代表弁護士（現任）
2020年 6 月　当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2021年 4 月　京都大学法科大学院客員教授

（重要な兼職の状況）
　弁護士（德田法律事務所　代表弁護士）

5,700株

［ 選任理由及び期待される役割の概要 ］
　会社法一般及び企業間訴訟等の分野に精通しており、弁護士としての知識と経験に基づき監査
等委員である社外取締役としての役割を果たすことが期待できるため、引き続き、監査等委員で
ある社外取締役候補者といたしました。
　なお、同氏は会社経営には直接関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員
である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

（注）	 １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
	 ２．安田加奈及び德田琢の両氏は、社外取締役候補者であり、当社は、東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立役員届出書

を提出しております。
	 ３．当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数（本総会終結の時まで）
	 　　　　　　　安田加奈氏　６年
	 　　　　　　　德田　琢氏　６年

また、安田加奈氏は当社の社外監査役であったことがあります。
	 ４．安田加奈及び德田琢の両氏と当社の間で、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任に関し法令の定める最低責任限度額を限度と

する旨の責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。
	 ５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概

要は、事業報告の「Ⅳ　会社役員に関する事項」の「２．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。監査等委
員である取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

	 ６．安田加奈氏が中央発條株式会社の社外取締役として在任中でありました2025年2月、同社は、公正取引委員会から下請代金支払遅延
等防止法（現中小受託取引適正化法）違反があったとして勧告を受けました。
同氏は、日頃から同社の取締役会において法令順守や内部統制システムの強化を含むガバナンス体制の強化等について提言しており
ました。また、当該事実認識後は、再発防止策等について助言を行うなど、その職責を果たされました。

再任 社外 独立役員



（ご参考）本総会終了後の取締役及び監査等委員のスキルマトリックス

氏　　名 性別 経営経験 営業・
マーケティング 製造・調達 財務・会計 法務・

リスク管理

取締役

近
こん

藤
どう

　勝
かつ

彦
ひこ 男性 〇 〇 〇

濵
はま

野
の

　　昇
のぼる 男性 〇 〇

矢
や

田
だ

　裕
ひろ

之
ゆき 男性 〇 〇 〇 〇

石
いし

野
の

　和
かず

浩
ひろ 男性 〇 〇

浅
あさ

川
かわ

　和
かず

之
ゆき 男性 〇

古
ふる

田
た

　総
そう

一
いち 男性 〇 〇

石
いし

橋
ばし

　康
やす

司
し 男性 〇 〇 〇

江
え

尻
じり

　友
とも

征
ゆき 男性 〇 〇 〇

金
かな

井
い

美
み

智
ち

子
こ 社外 女性 〇

福
ふく

井
い

彌
や

一
いち

郎
ろう 社外 男性 〇 〇 〇 〇

取締役
（監査等　

委員）

祖
そ

家
や

　浩
ひろ

樹
き 男性 〇

安
やす

田
だ

　加
か

奈
な 社外 女性 〇

德
とく

田
だ

　　琢
たく 社外 男性 〇

山
やま

岡
おか

美
み

奈
な

子
こ 社外 女性 〇 〇

（注）	 各取締役及び各取締役（監査等委員）が有する全ての専門性と経験を表すものではありません。
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第５号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件
　当社は、2008年６月27日開催の当社第56回定時株主総会において、株主の皆様のご承認のもと、

「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入いたしました。
　その後、直近では2023年６月23日開催の当社第71回定時株主総会において、株主の皆様のご承認
のもと、同対応策（以下、当社第71回定時株主総会において継続をご承認いただいた対応策を「現プ
ラン」といいます。）を継続いたしております。
　現プランの有効期間は、本定時株主総会終結の時までであることから、当社では、買収への対応方
針をめぐる諸々の動向を踏まえ、企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、継続の是非も
含め、そのあり方について検討してまいりました。
　その結果、本定時株主総会において株主の皆様にご承認いただけることを条件として、2026年５
月14日開催の取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）」
を継続することを決定しました（以下、新たに継続する「当社株式の大規模買付行為に関する対応策

（買収への対応方針）」を「本プラン」といいます。）。
　つきましては、当社定款第18条の定めに基づき、本プランを継続して導入することにつき、株主の
皆様のご承認をお願いするものであります。
　本プランの継続に当たり、主な変更点は以下のとおりです。

・対象となる大規模買付行為の定義の見直しを行いました。
・独立委員会による対抗措置に関する勧告において、株主の皆様に意思の確認を得るべき旨の留保

を付することができる旨を明記いたしました。
・対抗措置の具体的内容を新株予約権の無償割当てに限定いたしました。
・非適格者が所有する新株予約権の取得の対価として、金銭等の経済的な利益の交付は行わないこ

とを明記いたしました。
・その他、本プランがよりわかりやすいものとなるよう、字句の整備、表現等の変更を行いました。

Ⅰ　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、証券取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊
重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益
の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終
的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは、株主の皆様の決定に委ねられるべきであると
考えております。
　ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えば、ステークホルダーとの良好な関係を保ち続
けることができない可能性があるなど、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうおそれのある
ものや、当社の価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決
定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主
の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要が
あると考えております。
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Ⅱ　基本方針の実現に資する取組み

１．‌�当社の企業価値の源泉について
　　‌�　当社は、1947年に大阪市大正区で創業し、主に船舶用金物を製造販売しておりましたが、

その後、日本経済が高度成長期に入り建築用資材へのウエイトを高めてまいりました。1957
年に新しい市場を開拓して業容を拡大するために東京に第１号店を出店して以来、日本各地
に販売拠点と工場を展開し、土木・建築をはじめ、物流、船舶、電力、鉄道、営林、農園芸、
情報通信、環境・街路緑化、産業廃棄物処理などさまざまな業界にインフラ関連の資材を製
造販売し、事業の拡大を図ってまいりました。

　　‌�　当社の企業価値の源泉は、創業以来お客様第一の方針のもと、ニーズに機敏に対応し、各
業界に向けて資材及びサービスを提供してきた点にあります。

　　‌�　その根幹となるものは、以下のとおりであります。
　　　①　お客様のニーズを迅速にキャッチするために全国に設置している販売拠点
　　　②　‌�お客様のニーズにお応えするため、開発と製造がスピーディに対応する企画開発力と

技術力
　　　③　‌�お客様へ即納できるよう、全国の販売拠点で在庫を持ち、配送を行うクイックデリバ

リー体制
　　　④　‌�お客様のニーズにお応えするための約５万点を超える豊富な取扱商材

２．‌�企業価値向上のための取組み
　　‌�　当社は、上記の企業価値の源泉をさらに維持、強化するためには、お客様に信頼され、満

足いただける製・商品及びサービスを提供し続けるとともに、今後は、お客様の環境に対す
る関心の高まりに応えた製・商品の開発、製造が求められるものと考えております。

　　‌�　そのような背景の中で、当社は、経営環境の変化に対応すべく、今後成長が見込まれる分
野への事業展開を進め、中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。

　　‌�　具体的には、以下のとおりであります。
　　　①　‌‌�当社は、コア事業であります土木・建築をはじめ、物流、船舶、電力、鉄道、営林、

農園芸、情報通信などのインフラ関連資材の製造技術にさらに磨きをかけていくこと
がコンドーブランドの向上につながるものと考えております。開発と製造、販売が一
体となって市場の変化に機敏に対応することにより、当社の企業価値・株主共同の利
益の向上を図ってまいります。

　　　②　‌�当社は、環境、街路緑化、産業廃棄物処理に加え、洋上風力発電をはじめとする再生
可能エネルギー関連分野への事業拡大を図っております。特に、洋上風力発電分野に
おいては、今後の市場拡大が見込まれる中、当社の強みであります金物製品の開発力
及び供給体制を活かし、関連資材の供給を通じて、事業機会の獲得を図ってまいります。
また、耐候性大型土のうやコンテナバッグ等の供給を通じて、環境保全及び災害復旧
分野における社会的課題の解決に貢献するとともに、企業価値の向上並びにブランド
力強化を推進してまいります。
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　　　③　‌�当社は、今後成長が見込まれる分野（増加する維持修繕工事への対応、海外市場、人
手不足・働き方改革への対応に伴う省力化）への事業展開を次のとおり実施してまい
りました。

2010年 　LED照明等の環境、エコ関連分野への事業展開を目的に電設資材卸売業の
三和電材株式会社を子会社化

2012年 　ASEAN諸国での事業拡大を目的にタイでの現地法人設立

2014年 　産業の自動化・省力化分野への事業展開を目的に省力化機器等の設計・製
造を行う中央技研株式会社を子会社化

2016年 　製品・サービス向上を目的に株式会社秋長製作所より ｢アルプス印の鉄滑
車」の製造事業を譲受

2019年

　産業の自動化・省力化分野の強化を目的に株式会社メカトロエンジニアリ
ングより「省力化、画像処理機器事業」を譲受
　社会インフラの老朽化に伴う維持修繕分野への事業展開を目的に仮設足場
等の架払工事・レンタル事業を行うヒロセ興産株式会社（現：テックビルド
株式会社）を子会社化

2020年 　仮設足場等の架払工事の事業拡大を目的に同事業を行う東海ステップ株式
会社を子会社化

2021年

　仮設足場等の架払工事の事業拡大を目的に同事業を行う株式会社フコクを
子会社化
　仮設足場等の架払工事における事業連携の強化を図るため同事業を行う子
会社を統括する中間持株会社日本足場ホールディングス株式会社を設立
　今後需要の増加が見込まれるアルミ商材を当社グループの取扱商材に加え
るためアルミ押出形材等の製造販売を行う栗山アルミ株式会社を子会社化

2024年 　仮設足場等の架払工事の事業拡大を目的に同事業を行う上田建設株式会社
を子会社化

2025年

　工事現場等向け資材の製造機能の拡充を目的に仮囲い材の製造販売を行う
鈴東株式会社を子会社化
　商品開発機能の強化や海外ネットワークの拡大を目的に建設資材の商品開
発から製造・物流・販売を一気通貫で行う琉球ブリッジ株式会社を子会社化

　　　　　‌�今後も、当社は企業の買収及び資本・業務提携等を進め、さらなる事業展開を図って
まいります。

　　　④　‌�当社は、すべての工場において主力製品であります建築用ターンバックル及びアンカー
ボルト等のJIS表示許可並びにISO9001を取得し、高い生産技術に基づく高品質な製品
の供給並びに新製品の開発力の向上に努めております。
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　　　　　‌�また、品質及び開発力の向上に加え、すべての工場において、環境マネジメントシス
テムであるISO14001を認証取得するなど、環境保全に配慮した活動にも努めており
ます。

３．‌�コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元等
　　‌�　当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実により、経営の健全性・透明性・効率性

を向上させ、企業価値を高めることこそが、経営上の最も重要な課題の一つであると認識し
ております。

　　‌�　コーポレート・ガバナンスの拡充の一環として、経営の透明性・効率性を高める目的で、
弁護士及び経営経験のある社外取締役２名を選任し、豊富な経験と幅広い見識に基づいた経
営上の助言を受けているほか、弁護士、公認会計士及び経営経験のある社外取締役３名を含
む４名の監査等委員である取締役により、専門的な知見や経験を活かした客観的で公正な監
視を行っております。

　　‌�　また、当社は、社長直轄の内部監査部門として監査室を設置し、各部門の業務プロセスや
コンプライアンス、リスク管理の状況等を定期的に監査し、適正性等の検証を行い、内部監
査の結果は監査報告会で報告し、監査等委員である取締役も出席して監査情報の共有に努め
ております。

　　‌�　次に、当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営施策と位置づけて、収益の向上
と企業価値の増大を図りながら、業績に応じて株主の皆様に利益の還元を行う方針であります。
1995年に株式上場してから2025年３月期までの30年間で業績の向上に応じて年間配当を22
回増配いたしました。また、自己株式の取得も積極的に行っております。今後も基本方針に
基づいて積極的に株主還元を行っていく所存であります。

　　‌�　当社は、以上のような諸施策を実施し、企業価値・株主共同の利益の確保・向上を図って
まいります。

Ⅲ　‌�基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配さ
れることを防止する取組み

１．本プランの概要と目的
　　‌�　当社取締役会は、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確

にし、株主及び投資家の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並び
に大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、本プランを継続する
ことといたしました。

　　‌�　本プランは、以下のとおり、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルー
ルを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為
を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示す
ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大規模買付行為を行
おうとする者に対して、警告を行うものです。
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　　‌�　なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を
排除するため、独立委員会規程（その概要については別紙１をご参照ください。）に従い、当
社社外取締役又は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士
もしくは学識経験者又はこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した
者のみから構成される独立委員会（以下、「独立委員会」といいます。）の勧告を最大限尊重
するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより、透明性を確保す
ることとしています。本プラン継続時における独立委員会の委員には、別紙２に記載の５氏
が就任いたします。

　　‌�　また、2026年３月31日現在における当社大株主の状況は、別紙３「当社の大株主の株式
保有状況」のとおりであります。

　　‌�　同時点において当社役員及びその関係者並びに社員持株会（以下、「当社役員等」といいま
す。）により発行済株式の約30.0%が保有されておりますが、当社役員等は必ずしも共同ない
し協調して議決権を行使する訳でなく、独立した関係であることから、今後その各々の事情
に基づき当社の株式等を譲渡、相続その他の処分をすることにより、分散化が進んでいく可
能性が考えられます。それに加えて今後の事業拡大を図っていく上で、資本市場における資
金調達を行うこともあり得ると考えており、その場合には各株主の持株比率が希釈化される
可能性もあります。

　　‌�　このような状況下、世間一般で敵対的な買収に関する認識が高まり、当社の企業価値・株
主共同の利益を損なうおそれのある買収提案に対して、全くの無防備では企業価値向上の観
点から好ましくないと考えられ、本プランの必要性はあるものと認識しております。

　　‌�　なお、当社は現時点において当社株式の大規模買付行為に係る提案を受けているわけでは
ありません。

２．本プランの内容
　（1） 本プランに係る手続き
　　　①　対象となる大規模買付行為
　　　　　‌�　本プランは以下の（ⅰ）、（ⅱ）又は（ⅲ）に該当する当社株式の買付け又はこれに

類似する行為（ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、
「大規模買付行為」といいます。）がなされる場合を適用対象といたします。大規模買
付行為を行い、又は行おうとする者（以下、「買付者等」といいます。）は、予め本プ
ランに定められる手続きに従わなければならないものといたします。

　　　　　  （ⅰ） ‌�当社が発行者である株式１について、保有者２の株式保有割合３が20％以上となる
買付け

１	 金融商品取引法第27条の23第１項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、本プランにおい
て引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。）があった場合には、本プ
ランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令
等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとします。

２	 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。
３	 金融商品取引法第27条の23第４項に定義されます。以下同じとします。
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　　　　　  （ⅱ） ‌�当社が発行者である株式４について、公開買付け５に係る株式の株式所有割合６及
びその特別関係者７の株式所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

　　　　　  (ⅲ) �上記（ⅰ）又は（ⅱ）に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、特定
の株主が、当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下本（ⅲ）において
同じとします。）との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他
の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、
又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しも
しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係８を樹立する行為９（ただし、
当社が発行者である株式につき当該特定の株主と当該他の株主の株式保有割合又
は株式所有割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。）

　　　②　意向表明書の当社への事前提出
　　　　　‌�　買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、

当該買付者等が大規模買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約
文言等を記載した書面（以下、「意向表明書」といいます。）を当社の定める書式によ
り提出していただきます。

　　　　　‌�　具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。
　　　　　  （ⅰ） ‌�買付者等の概要
　　　　　　　　  （イ）　氏名又は名称及び住所又は所在地
　　　　　　　　  （ロ）　代表者の役職及び氏名
　　　　　　　　  （ハ）　会社等の目的及び事業の内容
　　　　　　　　  （ニ）　大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位10名）の概要
　　　　　　　　  （ホ）　国内連絡先
　　　　　　　　  （ヘ）　設立準拠法
　　　　　  （ⅱ） ‌�買付者等が現に保有する当社の株式の数及び意向表明書提出前60日間における

買付者等の当社の株式の取引状況
　　　　　  （ⅲ） ‌�買付者等が提案する大規模買付行為の概要（買付者等が大規模買付行為により取得

を予定する当社の株式の種類及び数並びに大規模買付行為の目的（支配権取得もし
くは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付行為の後の当社の株式の第三

４	 金融商品取引法第27条の２第１項に定義されます。以下（ⅱ）において同じとします。
５	 金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。以下同じとします。
６	 金融商品取引法第27条の２第８項に定義されます。以下同じとします。
７	 金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げる者については、発

行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。以下同じとします。
８	「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行

動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資
金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株式に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定
の株主及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。

９	 本文の(ⅲ)所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重して行うものとします。
なお、当社取締役会は、上記(ⅲ)の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必
要な情報の提供を求めることがあります。
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者への譲渡等、重要提案行為等10又はその他の目的がある場合には、その旨及び内容。
なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。）

　　　③　本必要情報の提供
　　　　　‌�　上記②の意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の

手順に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主及び投資家の皆様のご判断の
ために必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」といいます。）を提供していただきます。

　　　　　‌�　まず、当社取締役会は、買付者等に対して、意向表明書を提出していただいた日か
ら10営業日11（初日不算入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した情報
リストを上記②（ⅰ）（ホ）の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、情報
リストに従って、十分な情報を当社に提出していただきます。

　　　　　‌�　また、情報リストに従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付行
為の内容及び態様等に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断及び当社取締役会の
評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当
社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。

　　　　　‌�　なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、
原則として情報リストの一部に含まれるものとします。

　　　　　  （ⅰ） ‌�買付者等及びそのグループ（共同保有者12、特別関係者及びファンドの場合は各
組合員もしくはその他の構成員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本
構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。）

　　　　　  （ⅱ） ‌�大規模買付行為の目的（意向表明書において開示していただいた目的の詳細）、方
法及び内容（経営参画の意思の有無、大規模買付行為の対価の種類及び金額、大
規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式の数及び買付け等
を行った後における株式所有割合、大規模買付行為の方法の適法性を含みます。）

　　　　　  （ⅲ） ‌�大規模買付行為の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数
値情報及び大規模買付け等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナ
ジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、
意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。）

　　　　　  （ⅳ） ‌�大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の
具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。）

　　　　　  （ⅴ） ‌�大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡
がある場合はその内容及び当該第三者の概要

　　　　　  （ⅵ） ‌�買付者等が既に保有する当社の株式に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、
売買の予約及びその他の重要な契約又は取決め（以下、「担保契約等」といいま
す。）がある場合には、担保契約等の種類、契約の相手方及び契約の対象となっ

10	金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、及び株券等の大量保有の状況の開
示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。以下別段の定めがない限り同じとします。

11	営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じとします。
12	金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされると当

社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。
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ている株式の数量等の具体的内容
　　　　　  （ⅶ） ‌�買付者等が大規模買付行為において取得を予定する当社の株式に関し、担保契

約等の締結もしくはその他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定し
ている合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式の数量等の
当該合意の具体的内容

　　　　　  （ⅷ） ‌�大規模買付行為の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資
本政策及び配当政策

　　　　　  （ⅸ） ‌�大規模買付行為の後における当社及び当社グループの従業員、労働組合、取引先、
顧客、地域社会及びその他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針

　　　　　  （ⅹ） 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
　　　　　‌�　なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実につい

ては適切に開示し、その概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち、株主の皆様
のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、速やかに開示いたします。

　　　　　‌�　当社取締役会は、買付者等より提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供し、独
立委員会は、提供された内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、
取締役会を通して、買付者等に対して、本必要情報を追加的に提出するよう求めるこ
とがあります。

　　　　　‌�　また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認め
た場合には、その旨を買付者等に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）す
るとともに、速やかにその旨を開示いたします。

　　　④　取締役会評価期間の設定等
　　　　　‌�　当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付行為の評価の難易度等

に応じて、以下の（ⅰ）又は（ⅱ）の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会
による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、「取締役会評
価期間」といいます。）として設定します。

　　　　　  （ⅰ） ‌�対価を現金（円貨）のみとする当社全株式を対象とした公開買付けの場合には
最大60日間

　　　　　  （ⅱ） その他の大規模買付行為の場合には最大90日間
　　　　　‌�　ただし、上記（ⅰ）（ⅱ）いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と

認める場合には延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間
が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに、株主及び投資家の皆様に開示い
たします。また、延長の期間は最大30日間とします。

　　　　　‌�　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の
助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の
企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付行為
の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大
規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通
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知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必
要に応じて、買付者等との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、
さらに、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあり
ます。

　　　⑤　対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
　　　　　‌�　独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、

交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対
して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、独立委員会の
判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを
確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独
立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、
弁護士、コンサルタント及びその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができる
ものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して、以下の（ⅰ）又は（ⅱ）
に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要及びその
他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。

　　　　　  （ⅰ） 買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合
　独立委員会は、買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守しなかっ
た場合、原則として、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。

　　　　　  （ⅱ） 買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合
　独立委員会は、買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合には、当
社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。

　　　　　‌�　ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合であっても、別紙４に掲げ
るいずれかの類型に該当すると判断され、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株
主共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合には、本対応の例外的措置
として、対抗措置の発動を勧告することがあります。また、独立委員会は、対抗措置
の発動に関して、予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができるものと
します。

　　　⑥　取締役会の決議、株主意思の確認
　　　　　‌�　当社取締役会は、上記⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当

該勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速や
かに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。

　　　　　‌�　なお、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、当該発動に関して事前に
株主意思の確認を得るべき旨の留保を付した場合、当社取締役会は、実務上開催が著
しく困難な場合を除き、実務上可能な限り最短の時間で株主意思確認のための株主総
会（以下、「株主意思確認総会」といいます。）を招集し、対抗措置の発動に関する議
案を付議します。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開
催する場合もあります。当社取締役会において株主意思確認総会の開催を決定した場
合には、取締役会評価期間はその時点をもって終了するものとします。当該株主意思
確認総会にて、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には、当社取締役会は
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株主意思確認総会における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行い、必要な
手続を行います。一方、当該株主意思確認総会において、対抗措置の発動に関する議
案が否決された場合には、当社取締役会は、対抗措置の不発動に関する決議を行います。

　　　　　‌�　当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動である
か不発動であるかを問わず、当該決議の概要及びその他当社取締役会及び独立委員会
が適切と判断する事項について、また株主意思確認総会を実施した場合には、投票結
果その他取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示
を行います。

　　　⑦　対抗措置の中止又は発動の停止
　　　　　‌�　当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後にお

いても、（ⅰ）買付者等が大規模買付行為を中止した場合又は（ⅱ）対抗措置を発動す
るか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株
主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと認められる
状況に至った場合には、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものとします。

　　　　　‌�　当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取
締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

　　　⑧　大規模買付行為の開始
　　　　　‌�　買付者等は、上記①から⑥までに規定する手続きを遵守するものとし、取締役会に

おいて対抗措置の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始する
ことはできないものとします。

　（2） 本プランにおける対抗措置の具体的内容
　　　‌�　当社取締役会が上記（1）⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置は、新株予約権（以

下、「本新株予約権」といいます。）の無償割当てとします。
　　　‌�　本新株予約権の無償割当ての概要は、別紙５「新株予約権無償割当ての概要」に記載の

とおりとします。
　　　‌�　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記（1）⑦に記

載のとおり、対抗措置の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措
置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が
大規模買付行為を中止し、当社取締役会が上記（1）⑦に記載の決議を行った場合には、本
新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては
本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株
予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等
の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。

　（3） 本プランの有効期間、廃止及び変更
　　　‌�　本プランの有効期間は、本定時株主総会において承認が得られた場合には、2029年６月

開催予定の定時株主総会終結の時までの３年間とします。
　　　‌�　ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は
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廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止され
るものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本
プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

　　　‌�　なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引
所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に
必要と認められる範囲で独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する
場合があります。

　　　‌�　当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の
場合には）変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

３．本プランの合理性
　（1） 買収への対応方針に関する指針の要件をすべて充足していること
　　　‌�　本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に公表した「企業価値・株主共

同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・
株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の
原則）を充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年６月30日に公表した「近時の諸
環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、株式会社東京証券取引所が2021年６月11日
に改訂した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5．いわゆる買収防衛策」、及
び経済産業省が2023年８月31日に公表した「企業買収における行動指針」の内容を踏ま
えております。

　（2） 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
　　　‌�　本プランは、上記１．に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、

当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会
が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交
渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向
上させるという目的をもって継続されるものです。

　（3） 株主意思を重視するものであること
　　　‌�　本プランは、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として継続されるもの

であり、上記２．（3）に記載したとおり、本定時株主総会においてご承認いただいた後も、
その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プ
ランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。

　　　‌�　従いまして、本プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映され
る仕組みとなっております。

　（4） 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
　　　‌�　本プランにおいては、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的

判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として、
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独立委員会を設置しております。
　　　‌�　独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社社外取締役又は社

外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験
者又はこれらに準じる者）から選任される委員３名以上により構成されます。

　　　‌�　また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情
報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な
運営が行われる仕組みを確保しております。

　（5） 合理的な客観的発動要件の設定
　　　‌�　本プランは、上記２．（1）に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されな

ければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止する
ための仕組みを確保しております。

　（6） デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
　　　‌�　本プランは、上記２．（3）に記載のとおり、当社の株主総会で選任された取締役で構成

される取締役会により、いつでも廃止することができるものとしております。従いまして、
本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、な
お発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

　　　‌�　また、当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期を１年、監査等委員で
ある取締役を２年と法定どおりの任期としており、期差任期制を採用していないため、本
プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができな
いため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）にも該当いたしません。

４．株主及び投資家の皆様への影響
　（1） 本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響
　　　‌�　本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランが

その継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具
体的な影響を与えることはありません。

　　　‌�　なお、前述の２．（1）に記載のとおり、買付者等が本プランを遵守するか否か等により
当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれ
ましては、買付者等の動向にご注意ください。

　（2） 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響
　　　‌�　当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、

別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株
式１株につき本新株予約権１個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てら
れます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保
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有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の
経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式１株当たりの議決権の希釈化は生じないこと
から、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な
影響を与えることは想定しておりません。

　　　‌�　ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又
は経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。

　　　‌�　なお、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記２．
（1）⑦に記載の手続き等に従い、当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止
を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、
本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発
動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が
保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式
１株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び投資家
の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。

　　　‌�　また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は
取得に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、
この場合であっても、買付者等以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経
済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

　（3） 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続き
　　　‌�　本新株予約権の無償割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当

該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込
みの手続きは不要です。

　　　‌�　また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使してい
ただく必要が生じる可能性があります。（その際には一定の金銭の払い込みを行っていただ
きます。）

　　　‌�　以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、
本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社はその手続き
の詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又
は通知を行いますので、当該開示又は通知の内容をご確認ください。
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別紙１
独立委員会規程の概要

１．‌�独立委員会は、当社取締役会の決議により、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関す
る取締役会の恣意的判断を排し、当社取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保
することを目的として、設置される。

２．‌�独立委員会委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、当社社外
取締役又は社外有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、もし
くは学識経験者又はこれらに準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会
の決議に基づき選任される。なお、当社は、独立委員会委員との間で、善管注意義務及び
秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結する。

３．‌�独立委員会の委員の任期は、選任のときから３年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の日又は別途当該独立委員会委員と当社が合意した日まで
とする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。

４．独立委員会は、当社代表取締役又は各独立委員会委員が招集する。

５．独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定される。

６．‌�独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこ
れを行う。ただし、独立委員会委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由がある
ときは、原則として、当該独立委員会委員を除く独立委員会委員全員が出席し、その過半
数をもってこれを行う。

７．‌�独立委員会は、当社取締役会の諮問に基づき、以下の各号に記載される事項について審議
の上決議し、その決議内容を、理由を付して当社取締役会に対して勧告する。

　　（１）�本プランに係る対抗措置の発動の是非（発動に関して予め株主意思の確認を得ること
の是非を含む）

　　（２）本プランに係る対抗措置の中止又は発動の停止
　　（３）本プランの廃止及び変更
　　（４）その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項
　　‌�　各独立委員会委員は、独立委員会における審議及び決議においては、専ら当社の企業価

値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経
営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。

８．‌�独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役又は従業員その他必要と認める者を出席させ、
独立委員会が求める事項に関する意見又は説明を求めることができる。

９．‌�独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣か
ら独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計
士、弁護士、コンサルタント及びその他の専門家を含む。）から助言を得ることができる。

以　上
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別紙２
独立委員会委員の氏名及び略歴

氏　　　名
（生 年 月 日） 略　　　歴

金
かな

井
い

　美
み

智
ち

子
こ

（1955年６月16日生）

1990年	 ４月	 弁護士登録
		  大江橋法律事務所(現 弁護士法人大江橋法律事務所）入所
1998年	 ４月	 同所パートナー
2002年	 ８月	 弁護士法人大江橋法律事務所　社員
2007年	 ６月	 株式会社ユー・エス・ジェイ（現 合同会社ユー・エス・ジェイ）

社外監査役
2015年	 ６月	 当社社外取締役（現任）
		  三共生興株式会社社外監査役
2016年	 ６月	 ＩＤＥＣ株式会社社外取締役
2018年	 ６月	 同社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年	 ６月	 アズワン株式会社社外取締役
2023年	 ６月	 同社社外取締役（監査等委員）（現任）
2026年	 １月	 弁護士法人大江橋法律事務所　弁護士（現任）

福
ふく

井
い

　彌
や

一
いち

郎
ろう

（1946年11月10日生）

1997年	 ６月	 積水樹脂株式会社取締役
1999年	 ６月	 同社常務取締役執行役員
2001年	 ６月	 同社専務取締役
2002年	 ６月	 同社取締役副社長
2003年	 ６月	 同社代表取締役社長
2012年	 ６月	 同社社長執行役員
2016年	 ４月	 同社代表取締役会長兼CEO
2022年	 ４月	 同社取締役会長
2022年	 ６月	 日本興業株式会社社外取締役
2024年	 ６月	 当社社外取締役（現任）

安
やす

田
だ

　　加
か

奈
な

（1969年４月10日生）

1993年	 10月	 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
1997年	 ４月	 公認会計士登録
2000年	 ３月	 安田会計事務所設立 同所所長（現任)
2004年	 ３月	 税理士登録
2009年	 ９月	 シンポ株式会社社外監査役
2010年	 ５月	 スギホールディングス株式会社社外監査役（現任）
2016年	 ６月	 株式会社ゲオホールディングス社外取締役（現任）
2019年	 ６月	 中央発條株式会社社外取締役（現任）
		  当社社外監査役
2020年	 ６月	 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2021年	 ９月	 株式会社物語コーポレーション社外取締役（現任）
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氏　　　名
（生 年 月 日） 略　　　歴

德
とく

田
だ

　　　琢
たく

（1972年２月５日生）

2000年	 ４月	 弁護士登録、小澤・秋山法律事務所入所
2003年	 10月	 德田法律事務所入所
2018年	 10月	 京都大学法科大学院非常勤講師
2020年	 １月	 德田法律事務所代表弁護士（現任）
2020年	 ６月	 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2021年	 ４月	 京都大学法科大学院客員教授

山
やま

岡
おか

　美
み

奈
な

子
こ

（1959年４月７日生）

2008年	 ６月	 株式会社ファンケル取締役執行役員化粧品カンパニー
		  カンパニー長
2010年	 ６月	 同社取締役執行役員事業開発推進本部本部長
2013年	 ３月	 同社取締役専務執行役員兼化粧品カンパニーカンパニー長
2014年	 ４月	 同社取締役専務執行役員兼株式会社ファンケル化粧品
		  代表取締役社長
2017年	 ４月	 同社取締役専務執行役員兼新規業態開発担当
2018年	 ７月	 同社顧問
2020年	 ５月	 株式会社アンズコーポレーション取締役新規事業担当
2021年	 ３月	 日華化学株式会社社外取締役（現任）
2021年	 ６月	 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年	 ６月	 株式会社サンクゼール社外取締役（現任）

（注）	 １．	上記５氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。
	 ２．	当社は、金井美智子氏、福井彌一郎氏、安田加奈氏、德田琢氏及び山岡美奈子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して届け出ております。
以　上
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別紙３
当社の大株主の株式保有状況

　2026年３月31日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。
株　　主　　名 持株数（千株） 持株比率（％）

有限会社藤和興産 2,714 10.59
THE BANK OF NEW YORK－JASDECNON－TREATY ACCOUNT 1,581 6.17
BBH FOR FIDELITY LOW－PRICED STOCK FUND 1,515 5.91
コンドーテック社員持株会 1,342 5.24
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,330 5.19
大阪中小企業投資育成株式会社 1,247 4.87
株式会社三菱UFJ銀行 753 2.94
株式会社藤登興産 676 2.64
近藤　雅英 664 2.59
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 485 1.89

合　計 12,311 48.03
（注）	 １．当社は自己株式709千株を保有しておりますが、上記大株主の状況には含めておりません。
	 ２．持株比率は自己株式709千株を除いて算出しております。
	 ３．‌�2019年９月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書（No.６）においてフィデリティ投信株

式会社が、2019年9月13日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現
在における実質保有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況では考慮しておりません。

	 　　なお、当該変更報告書の内容は下記のとおりであります。
氏名又は名称 保有株券等の数（千株） 株券等保有割合（%）

エフエムアール　エルエルシー（FMR　LLC） 2,656 9.74
	 ４．‌�2024年７月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書（No.３）において株式会社三菱UFJ

フィナンシャル・グループが、2024年７月22日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社と
して当事業年度末現在における実質保有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況では考慮しておりま
せん。

	 　　なお、当該変更報告書の内容は下記のとおりであります。
氏名又は名称 保有株券等の数（千株） 株券等保有割合（%）

株式会社三菱UFJ銀行 753 2.86
三菱UFJ信託銀行株式会社 585 2.22
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 100 0.38

合　計 1,439 5.47
	 ５．‌�2025年12月９日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書においてタドラナ・マネジメント・ウンド・アセッ

ト・ゲーエムベーハーが、2025年12月２日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として
当事業年度末現在における実質保有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況では考慮しておりません。

	 　　なお、当該大量保有報告書の内容は下記のとおりであります。
氏名又は名称 保有株券等の数（千株） 株券等保有割合（%）

タドラナ・マネジメント・ウンド・アセット・ゲーエムベーハー
（TADRANA Management und Asset GmbH） 1,318 5.01

以　上
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別紙４

当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型
１．‌�買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高

値で当社の株式を当社又は当社関係者に引取らせる目的で当社の株式の取得を行っている
又は行おうとしている者（いわゆるグリーンメイラー）であると判断される場合

２．‌�当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財
産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資
産を当該買付者等又はそのグループ会社等に移転する目的で当社の株式の取得を行ってい
ると判断される場合

３．‌�当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそ
のグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式の取得を
行っていると判断される場合

４．‌�当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係してい
ない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一
時的に高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の
株式の高価売抜けをする目的で当社の株式の取得を行っていると判断される場合

５．‌�買付者等の提案する当社の株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付け
で当社の株式の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、
あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式の買付け等を行うことをいいます。）等の、
株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式の売却を強
要するおそれがあると判断される場合

以　上
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別紙５

新株予約権無償割当ての概要
１．本新株予約権の割当総数
	 　本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下、

「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）において、当社取締役会が別途定める一定
の日（以下、「割当て期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（ただし、
同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。）と同数を上限として、当社取締役
会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。

２．割当対象株主
	 　割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株

式（ただし、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。）１株につき１個を上限
として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予
約権の無償割当てをします。

３．本新株予約権の無償割当ての効力発生日
	 　本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

４．本新株予約権の目的である株式の種類及び数
	 　本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「対象株式数」といいます。）は、１株を上限として当社取締
役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。ただし、当社が株式
の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。

５．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格
	 　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して

出資される財産の当社普通株式１株当たりの金額は１円以上で当社取締役会が本新株予約
権無償割当て決議において別途定める額とします。

６．本新株予約権の譲渡制限
	 　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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７．本新株予約権の行使条件
	 　（１）特定大量保有者13、（２）特定大量保有者の共同保有者、（３）特定大量買付者14、

（４）特定大量買付者の特別関係者、もしくは（５）これら（１）から（４）までの者から
本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、又は、（６）
これら（１）から（５）までに該当する者の関連者15（これらの者を総称して、以下、「非
適格者」といいます。）は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、
本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定
めるものとします。

８．当社による本新株予約権の取得
	 　当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予

約権を取得し、これと引換えに本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式を交付
することができるものとします。なお、非適格者が所有する本新株予約権の取得の対価と
して、金銭等の経済的な利益の交付は行わないこととします。本新株予約権の取得条件の
詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

９．対抗措置発動の停止等の場合の無償取得
	 　当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議に

おいて当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得
することができるものとします。

10．本新株予約権の行使期間等
	 　本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無

償割当て決議において別途定めるものとします。

以　上

13	「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20％以上である者、又はこれに
該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値・
株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、こ
れに該当しないこととします。

14	「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の２第１項に定義される株券等をい
います。以下本注において同じとします。）の買付け等（金融商品取引法第27条の２第１項に定義される買付け等をいいます。以下本
注において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準じるものとして金融商
品取引法施行令第７条第２項に定めるものを含みます。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合
計して20％以上となる者、又はこれに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取
得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議におい
て当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

15	ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれ
らに該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお「支配」と
は、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義される場合をいいます。）を
いいます。
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（ご参考）

本プランの手続きに関するフロー図

買 付 者 等 の 出 現

意向表明書、本必要情報の提出

手続き不遵守の買付け
取締役会評価期間（原則、最大60日もしくは最大90日）

行わない

期間不遵守

勧告を
最大限尊重

勧告を
最大限尊重

左記以外の場合
企業価値・株主共同の利益を著しく
損なうものであると認められる場合

行う

取締役会による評価、意見形成、代替案立案等

独 立 委 員 会 に よ る 検 討

独立委員会による
発動の勧告

独立委員会による
不発動の勧告

対抗措置の発動
（取締役会にて発動を決議）

対抗措置の不発動
（取締役会にて不発動を決議）

※このスキーム図は、本プランの概要をわかりやすく表示したものです。具体的なプランの内容については本文をご参照ください。

以　上

株主意思確認総会の開催

株主意思確認の
旨の留保

発動
可決

発動
否決
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事　業　報　告
（2025年４月１日から

2026年３月31日まで）
Ⅰ　企業集団の現況に関する事項

１．事業の経過及びその成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、一部の業種を中心に米国の通商政策による影響が残る
ものの、個人消費や民間設備投資に持ち直しの動きがみられ、雇用・所得環境にも改善がみられ
るなど、緩やかに回復してまいりました。しかしながら、継続的な物価上昇や為替変動に加え、
中東情勢の緊迫化によるエネルギー価格の動向や供給制約への懸念等により、景気や企業収益は
依然として先行き不透明な状況が続いております。
　当社グループ関連業界におきましては、公共投資が底堅く推移していることに加え、民間設備
投資が緩やかに持ち直しているものの、住宅投資が弱含むなど、分野によって濃淡がある状況と
なっております。
　このような状況のもとで、当社グループは、新規販売先の開拓や休眠顧客の掘り起こし、新商
材の提供、拠点展開などの成長戦略に取り組んでまいりました。また、2025年11月には鈴東株
式会社を子会社化し、2025年12月には琉球ブリッジ株式会社を子会社化するなど、当社グルー
プの成長を加速させるM&Aも推進しております。
　以上の結果、比較的堅調な分野の需要を取り込んだことにより、当連結会計年度の売上高は
83,949百万円（前期比6.0％増）と増収になりました。
　利益面につきましては、利益率が高い製品や工事の売上増加に伴い売上総利益率が改善したこ
とに加え、人件費、賃借料及び運賃の増加や上田建設株式会社、鈴東株式会社及び琉球ブリッジ
株式会社の子会社化による販売費及び一般管理費の増加を増収効果で吸収したことにより、営業
利益は4,644百万円（同4.0％増）、経常利益は4,851百万円（同3.7％増）、親会社株主に帰属す
る当期純利益は3,302百万円（同0.9％増）と増益になりました。
　当連結会計年度におけるセグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　＜産業資材＞
　建設需要が全体的に伸び悩んだことに伴い販売数量が減少したものの、大口需要先からの受注
が堅調に推移するとともに、製造原価や仕入価格上昇分の販売価格への転嫁を進めたことにより
販売価格が上昇したことに加え、当連結会計年度に子会社化した鈴東株式会社及び琉球ブリッジ
株式会社の売上高が寄与した結果、当セグメントの売上高は39,536百万円（前期比5.9％増）と
なりました。
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　＜鉄構資材＞
　大型物件が堅調に推移する一方で中小物件が停滞する中、大手取引先や各種加工関連の売上が
堅調に推移し、販売数量及び販売価格が微増となった結果、当セグメントの売上高は21,605
百万円（前期比2.2％増）となりました。

　＜電設資材＞
　2027年蛍光灯製造中止に向けたLED照明への切替需要に加え、同年の省エネ基準改定に伴う
大規模な設備投資案件が相次いだことを背景に、高圧受変電設備、電線、太陽光発電設備、空調
機器の売上が堅調に伸長した結果、当セグメントの売上高は12,934百万円（前期比14.1％増）
となりました。

　＜足場工事＞
　橋梁・土木関連や大型物件向けの工事売上が好調に推移したことに加え、前連結会計年度に子
会社化した上田建設株式会社の売上高が寄与した結果、当セグメントの売上高は9,872百万円

（前期比5.2％増）となりました。

２．対処すべき課題
　今後の見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善を背景に景気は緩やかに回復していくこ
とが期待されるものの、中東情勢の長期化に伴う資材価格及びエネルギー価格の高騰や供給制約
などが懸念されます。
　当社グループ関連業界におきましても、公共投資は底堅く推移し、民間設備投資は大型物件を
中心に持ち直しの動きが継続することが見込まれる一方で、建設業界の人手不足などに起因する
工期の長期化や各種コストの増加などが懸念されます。
　このような状況のもとで、当社グループは、設備や人的資本への継続的な投資により、DXの
推進、物流機能や施工体制の拡充、生産性の向上を図るとともに、新規販売先の開拓、新商材の
拡販などの成長戦略を実行し、企業価値の増大を図ってまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご指導とご支援を賜りますようお願い申し
あげます。

３．設備投資等の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は3,027百万円で、そ
の主なものは、当社大阪本社新社屋、当社及び子会社の事業用土地の取得であります。

４．資金調達の状況
　当連結会計年度の資金調達について、特に記載すべき事項はありません。
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５．財産及び損益の状況の推移
　（1） 企業集団の財産及び損益の状況

区　　　　分 第71期
（2023年３月期）

第72期
（2024年３月期）

第73期
（2025年３月期）

第74期
（当連結会計年度）
（2026年３月期）

百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 75,447 76,873 79,175 83,949
百万円 百万円 百万円 百万円

経 常 利 益 4,563 4,872 4,679 4,851

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

百万円 百万円 百万円 百万円

2,414 3,265 3,272 3,302

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 94円75銭 128円02銭 128円02銭 128円95銭

百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 58,163 60,975 65,247 69,235
百万円 百万円 百万円 百万円

純 資 産 33,285 35,920 38,350 40,566

１ 株 当 た り
純 資 産 1,227円81銭 1,327円57銭 1,419円62銭 1,503円22銭

（注）	 １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数、１株当たり純資産は期末発行済株式総数に基づき算出しております。
なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数は、いずれも自己株式を控除して算出しております。
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71

94.75
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73

128.02

72
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（円）
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　（2） 当社の財産及び損益の状況

区　　　　分 第71期
（2023年３月期）

第72期
（2024年３月期）

第73期
（2025年３月期）

第74期
（当事業年度）

（2026年３月期）
百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 55,194 55,967 56,261 58,258
百万円 百万円 百万円 百万円

経 常 利 益 4,083 4,197 3,935 4,129
百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 純 利 益 2,858 2,863 2,872 2,802

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 112円17銭 112円24銭 112円35銭 109円41銭

百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 53,663 55,654 58,800 60,747
百万円 百万円 百万円 百万円

純 資 産 29,983 32,000 33,830 35,511

１ 株 当 た り
純 資 産 1,176円78銭 1,253円29銭 1,321円99銭 1,385円28銭

（注）	 １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数、１株当たり純資産は期末発行済株式総数に基づき算出しております。
なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数は、いずれも自己株式を控除して算出しております。
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６．重要な親会社及び子会社の状況
　（1） 親会社の状況
　　　　該当事項はありません。

　（2） 重要な子会社の状況
会　社　名 資　本　金 当社の出資比率 主要な事業内容

三 和 電 材 株 式 会 社
百万円 %

電設資材卸売業283 100.0

KONDOTEC INTERNATIONAL 
（ T H A I L A N D ） C o . , L t d .

百万タイバーツ % 産業資材、鉄構資材及び電設資材等
の輸出入並びに販売102 99.9

中 央 技 研 株 式 会 社
百万円 %

各種機械器具設計、製造販売45 100.0

日本足場ホールディングス株式会社
百万円 %

足場施工事業を営む子会社の経営管理等50 100.0

テックビルド株式会社
百万円 %

土木建築用足場等の架払工事及びレンタル210 100.0
（100.0）

東海ステップ株式会社
百万円 %

土木建築用足場等の架払工事及びレンタル100 100.0
（100.0）

株 式 会 社 フ コ ク
百万円 %

土木建築用足場等の架払工事及びレンタル33 100.0
（100.0）

上 田 建 設 株 式 会 社
百万円 % 土木建築用足場等の架払工事及び機

械器具設置工事3 100.0
（100.0）

栗 山 ア ル ミ 株 式 会 社
百万円 %

アルミ押出形材等の製造販売96 60.9

鈴 東 株 式 会 社
百万円 % 建設資材の製造販売、鉄鋼卸業、仮

設機材リース業及び建設業100 100.0

琉球ブリッジ株式会社
百万円 %

建設資材の製造販売8 100.0

（注）	 １．当事業年度末日において特定完全子会社はありません。
	 ２．出資比率の（　　）内は、間接保有割合を内数で表示しております。
	 ３．当社は、2025年11月27日付で鈴東株式会社の全議決権株式を取得し、同社を完全子会社といたしました。
	 ４．当社は、2025年12月３日付で琉球ブリッジ株式会社の全議決権株式を取得し、同社を完全子会社といたしました。
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７．主要な事業内容（2026年３月31日現在）
　　‌�　当社グループは、建設関連資材を中心に事業展開しており、「産業資材」、「鉄構資材」、「電設

資材」及び「足場工事」の４つを報告セグメントとしております。
セグメント 主要な事業内容

産 業 資 材 金物小売業者向けに土木･建築資材、機械装置等を製造･仕入販売

鉄 構 資 材 鉄骨加工業者向けに建築関連資材を製造･仕入販売

電 設 資 材 家屋、ビル、施設、工場などの建設に携わる電気工事業者や家電小売店向け
に電設資材を仕入販売

足 場 工 事 工務店や中堅ゼネコン向けに足場架払工事及び仮設足場機材を仕入販売、レンタル

８．主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
　（1） 当社

本　　社（大阪市西区）
東京本社（東京都江東区）
東 日 本 営 業 部 札幌支店、仙台支店、東京支店、横浜支店、新潟支店　他9営業所
西 日 本 営 業 部 名古屋支店、大阪支店、広島支店、福岡支店　他8営業所
海 外 営 業 部
開 発 営 業 部 ホームセンターグループ、鉄道グループ、eコマースグループ、環境エネルギーグループ
東日本鉄構営業部 北関東支店、関東支店　他8営業所
西日本鉄構営業部 中京支店、関西支店　他8営業所
業務部、関東物流センター
札幌工場、関東工場、滋賀工場、九州工場
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　（2） 子会社
会　社　名 本社所在地 営 業 所 工　　場

三和電材株式会社 名古屋市西区 12拠点 －

KONDOTEC INTERNATIONAL（THAILAND）Co.,Ltd. タイ・バンコク市 － －

中央技研株式会社 滋賀県犬上郡 － －

日本足場ホールディングス株式会社 東京都江東区 － －

テックビルド株式会社 東京都大田区 16拠点 －

東海ステップ株式会社 静岡県藤枝市 14拠点 －

株式会社フコク 仙台市泉区   4拠点 －

上田建設株式会社 北海道苫小牧市 － －

栗山アルミ株式会社 名古屋市中村区   2拠点 1拠点

鈴東株式会社 東京都千代田区 1拠点 1拠点

琉球ブリッジ株式会社 沖縄県浦添市 － －

９．従業員の状況（2026年３月31日現在）
　（1） 企業集団の従業員の状況

従　業　員　数 前連結会計年度末比増減

1,531名 108名増加

（注）従業員数は臨時従業員を除いております。

　（2） 当社の従業員の状況
従　業　員　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数

829名 14名増加 41.5歳 13.6年

（注）従業員数は臨時従業員及び当社からの子会社への出向者数を除いております。
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10．主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
　（1） 当社

借　　入　　先 借入金残高
株式会社三菱UFJ銀行 3,666百万円
株式会社みずほ銀行 1,000百万円
株式会社りそな銀行 1,000百万円

　（2） 子会社
会　　社　　名 借　　入　　先 借入金残高

三和電材株式会社
株式会社三菱UFJ銀行 100百万円
株式会社あいち銀行 100百万円

中央技研株式会社 株式会社滋賀銀行 20百万円

テックビルド株式会社
株式会社三菱UFJ銀行 317百万円
株式会社みずほ銀行 100百万円

東海ステップ株式会社 株式会社みずほ銀行 167百万円

株式会社フコク
株式会社三菱UFJ銀行 93百万円
株式会社常陽銀行 30百万円

上田建設株式会社
株式会社三菱UFJ銀行 53百万円
株式会社北洋銀行 15百万円

鈴東株式会社

株式会社東和銀行 151百万円
株式会社みずほ銀行 99百万円
株式会社三菱UFJ銀行 72百万円
株式会社商工組合中央金庫 56百万円

琉球ブリッジ株式会社

株式会社鹿児島銀行 30百万円
株式会社沖縄銀行 17百万円
株式会社商工組合中央金庫 5百万円
株式会社琉球銀行 5百万円

11．その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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Ⅱ　会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）

１．発行可能株式総数	 60,000,000株
２．発行済株式の総数	 26,344,400株
３．株　　主　　数	 18,419名
４．大　　株　　主

株　　主　　名 持 株 数 持株比率
千株 %

有限会社藤和興産 2,714 10.59
THE BANK OF NEW YORK－JASDECNON－TREATY ACCOUNT 1,581 6.17
BBH FOR FIDELITY LOW－PRICED STOCK FUND 1,515 5.91
コンドーテック社員持株会 1,342 5.24
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,330 5.19
大阪中小企業投資育成株式会社 1,247 4.87
株式会社三菱UFJ銀行 753 2.94
株式会社藤登興産 676 2.64
近藤　雅英 664 2.59
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 485 1.89

(注)	 １． 当社は自己株式709千株を保有しておりますが、上記「大株主」には含めておりません。
	 ２． 持株比率は自己株式709千株を除いて算出しております。
	 ３． �2019年９月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書（№６）においてフィデリティ投信株式会社が、

2019年９月13日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質保有
株式数の確認ができておりませんので、上記「大株主」では考慮しておりません。

		   なお、当該変更報告書の内容は下記のとおりであります。
氏名又は名称 保有株券等の数 株券等保有割合

エフエムアール　エルエルシー（FMR LLC） 2,656千株 9.74%
	 ４． �2024年７月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書（№３）において株式会社三菱UFJフィナンシャ

ル・グループが、2024年７月22日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在
における実質保有株式数の確認ができておりませんので、上記「大株主」では考慮しておりません。

		   なお、当該変更報告書の内容は下記のとおりであります。
氏名又は名称 保有株券等の数 株券等保有割合

株式会社三菱UFJ銀行 753千株 2.86%
三菱UFJ信託銀行株式会社 585千株 2.22%
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 100千株 0.38%

合　計 1,439千株 5.47%
	 ５． �2025年12月９日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書においてタドラナ・マネジメント・ウンド・アセット・ゲーエ

ムベーハーが、2025年12月２日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在に
おける実質保有株式数の確認ができておりませんので、上記「大株主」では考慮しておりません。

		   なお、当該大量保有報告書の内容は下記のとおりであります。
氏名又は名称 保有株券等の数 株券等保有割合

タドラナ・マネジメント・ウンド・アセット・ゲーエムベーハー
（TADRANA Management und Asset GmbH） 1,318千株 5.01%
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５．当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
株 式 数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 23,800株 8名

（注）�当社の株式報酬の内容につきましては、当事業報告の「Ⅳ　会社役員に関する事項」の「３．取締役の報酬等」に記載しております。

６．その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

Ⅲ　会社の新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。
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Ⅳ　会社役員に関する事項

１．当事業年度末日における取締役
地　　　位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長 近 藤 勝 彦
有限会社藤和興産　代表取締役
株式会社藤登興産　代表取締役
株式会社藤勝興産　代表取締役

代表取締役社長 濵 野 　 昇

専 務 取 締 役 矢 田 裕 之

管理本部長兼SDGs推進室長
日本足場ホールディングス株式会社　取締役
テックビルド株式会社　取締役
東海ステップ株式会社　取締役
株式会社フコク　取締役
上田建設株式会社　取締役
琉球ブリッジ株式会社　取締役

常 務 取 締 役 石 野 和 浩
営業本部長
三和電材株式会社　取締役
中央技研株式会社　取締役
栗山アルミ株式会社　取締役

取 締 役 浅 川 和 之 東日本営業部長兼東京支店長
鈴東株式会社　取締役

取 締 役 古 田 総 一 海外営業部長
KONDOTEC INTERNATIONAL (THAILAND)Co.,LTD.社長

取 締 役 石 橋 康 司 製造本部長兼九州工場長

取 締 役 江 尻 友 征
日本足場ホールディングス株式会社　代表取締役社長
東海ステップ株式会社　代表取締役会長
株式会社フコク　代表取締役社長
鈴東株式会社　取締役

取 締 役 金　井　美智子
弁護士（弁護士法人大江橋法律事務所）
IDEC株式会社　社外取締役（監査等委員）
アズワン株式会社　社外取締役（監査等委員）

取 締 役 福　井　彌一郎  
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地　　　位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役
（常勤監査等委員） 西 田 範 夫

三和電材株式会社　監査役
中央技研株式会社　監査役
日本足場ホールディングス株式会社　監査役
テックビルド株式会社　監査役
東海ステップ株式会社　監査役
株式会社フコク　監査役
上田建設株式会社　監査役
栗山アルミ株式会社　監査役
鈴東株式会社　監査役
琉球ブリッジ株式会社　監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 安 田 加 奈

公認会計士（安田会計事務所　所長）
スギホールディングス株式会社　社外監査役
株式会社ゲオホールディングス　社外取締役
中央発條株式会社　社外取締役
株式会社物語コーポレーション　社外取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 德 田 　 琢 弁護士（德田法律事務所　代表弁護士）

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 山　岡　美奈子 日華化学株式会社　社外取締役

株式会社サンクゼール　社外取締役
（注）	 １．取締役金井美智子氏、取締役福井彌一郎氏、取締役（監査等委員）安田加奈氏、取締役（監査等委員）德田琢氏及び取締役（監

査等委員）山岡美奈子氏は、社外取締役であり、当社は、東京証券取引所に対して、５氏を独立役員とする独立役員届出書を提
出しております。

	 ２．取締役（監査等委員）安田加奈氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであ
ります。

	 ３．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、西田
範夫氏を常勤の監査等委員として選任しております。

	 ４．当事業年度中の取締役の地位の異動については次のとおりであります。

氏　　　名 新 旧 異動年月日
石 野 和 浩 常務取締役営業本部長 取締役営業本部長 2025年	6	月	25	日

	 ５．当事業年度中の取締役の重要な兼職の異動については次のとおりであります。

氏　　　名 新 旧 異動年月日
江 尻 友 征 株式会社フコク代表取締役社長 ― 2025年	6	月	12	日
浅 川 和 之 鈴東株式会社取締役 ― 2025年	11	月	27	日
江 尻 友 征 鈴東株式会社取締役 ― 2025年	11	月	27	日
西 田 範 夫 鈴東株式会社監査役 ― 2025年	11	月	27	日
矢 田 裕 之 琉球ブリッジ株式会社取締役 ― 2025年	12	月	 3	日
西 田 範 夫 琉球ブリッジ株式会社監査役 ― 2025年	12	月	 3	日
金 　 井 　 美 智 子 弁護士法人大江橋法律事務所弁護士 弁護士法人大江橋法律事務所社員 2026年	1	月	 1	日

	 ６．当事業年度末日後の取締役の担当の異動については次のとおりであります。

氏　　　名 新 旧 異動年月日
浅 川 和 之 取締役東日本営業部長 取締役東日本営業部長兼東京支店長 2026年	4	月	 1	日
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２．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　　‌�　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結しております。当該保険契約の被保険者は当社及び当事業報告「Ⅰ　企業集団の現況に関する
事項」の「６．重要な親会社及び子会社の状況」の「（２）重要な子会社の状況」に記載の当社
子会社の取締役等（監査等委員である取締役及び社外取締役並びに当事業年度中に在任していた
者を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

　　‌�　当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責
任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補する
ものであります。

　　‌�　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、損害が被保険者のコ
ンプライアンス違反に基づくものである場合には填補の対象としないこととしております。

３．取締役の報酬等
　（1） 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　　‌�　当社は、取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」とい

う。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
　　‌�　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定

方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの
答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　　‌�　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

　　‌① �取締役の報酬を決定するに当たっての基本方針
　　　 ‌�　当社は、グループ会社の経営ビジョン実現に向けた中期経営計画の達成を図る目的で、以下

を基本的な考え⽅とする。
　　　　　  ‌�・当社グループの持続的発展と中⻑期的な企業価値向上
　　　　　  ‌�・株主と利益意識の共有できる報酬体系
　　　　　  ‌�・報酬の決定プロセスの客観性・透明性の確保
　　　 ‌�　当社の取締役の報酬構成は、固定報酬と株式報酬及びインセンティブ報酬として中期経営計

画の目標達成時に給付する業績連動型株式報酬で構成し、個々の取締役の報酬決定に際しては
各職責を踏まえた適正な⽔準とするものとする。
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　　‌② �固定報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　　　 ‌�　当社の取締役の固定報酬は、⽉例固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社⽔準、

当社の業績、従業員給与の⽔準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

　　‌③ �業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
　　‌�（ⅰ）株式報酬
　　　　 ‌�　当社の株式報酬は、業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によ

るメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中⻑期的な業績向上
と企業価値の増⼤に貢献する意識を⾼めることを目的とした「株式報酬」として、役位と職
責に基づき当社の株式を付与するものとする。

　　　　 ‌�　なお、譲渡制限付株式の譲渡制限は、原則として取締役の退任時に解除するものとする。
　　‌�（ⅱ）業績連動型株式報酬
　　　　 ‌�　当社の業績連動報酬は、インセンティブ報酬として事業年度ごとの業績向上に対する意識

を⾼めることを目的として業績指標を反映した株式報酬とした「業績連動型株式報酬」とし
て、各事業年度の連結経常利益の目標値達成に基づき、毎年、⼀定の時期に株式を付与する
こととする。

　　　　 ‌�　なお、譲渡制限付株式の譲渡制限は、原則として取締役の退任時に解除するものとする。

　　‌④ �金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関す
る方針

　　　 ‌�　取締役の報酬体系の割合については、当社の同程度の事業規模や関連する業種・業態に属す
る企業ベンチマークとする報酬⽔準を踏まえ、上位の役位ほど株式報酬のウエイトが⾼まる構
成とし、報酬総額に占める株式での報酬⽐率は、各事業年度の連結経常利益の目標達成時に概
ね10％～15％となるように設計するものとする。

　　‌�⑤ 取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
　　　 ‌�　個⼈別報酬額については、報酬の⽔準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの客観性・透明性を

確保し、説明責任を強化するため、独⽴社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問機関である
指名報酬委員会における審査結果を踏まえ、取締役会の決議により決定するものとする。
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　（2） 当事業年度に係る報酬等の総額等

区　分 支給人員
報酬等の種類別の総額

支給額
基本報酬 株式報酬 業績連動型

株式報酬

取締役（監査等委員を除く。） 10名 191百万円 35百万円 21百万円 248百万円

取締役（監査等委員） 4名 32百万円 ―  百万円 ―  百万円 32百万円

計 14名 224百万円 35百万円 21百万円 281百万円

（注）１．�取締役（監査等委員を除く。）及び取締役（監査等委員）に対する支給額（基本報酬）には、社外取締役２名及び社外取締役（監
査等委員）３名に対する支給額28百万円が含まれております。

	 ２．�業績連動型株式報酬に係る業績指標は、連結経常利益目標（4,800百万円）に対してであり、その実績は4,851百万円であります。
当該指標を選択した理由は、インセンティブ報酬として事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めることを目的としたためで
あります。

		�  当社の業績連動型株式報酬は、毎年一定の時期に、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、
譲渡制限付株式を付与するもので、個別の取締役に付与する譲渡制限付株式は、役位、職責を考慮しております。

		�  なお、当事業年度において業績連動型株式報酬に係る業績指標の目標に対して達成したため、業績連動型株式報酬を付与してお
ります。

	 ３．�株式報酬の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は上記「（１）役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであ
ります。また、当事業年度における交付状況は当事業報告の「Ⅱ会社の株式に関する事項」の「５．当事業年度中に職務執行の
対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

	 ４．�取締役（監査等委員を除く。）の報酬等の額は、2020年６月24日開催の第68回定時株主総会において、年額300百万円以内（う
ち社外取締役分年額20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議しております。当該定時株主
総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は10名（うち社外取締役は２名）であります。

		�  また、2021年６月22日開催の第69回定時株主総会において上記の取締役の報酬額とは別枠で、取締役（監査等委員及び社外取
締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度として、譲渡制限付株式の付与のために発行又は処分される当社株式の総数は年
間73,800株以内とし、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額120百万円以内（使用人兼務取締役の使用
人分としての給与は含まない。）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）
の員数は７名であります。

	 ５．�取締役（監査等委員）の報酬等の額は、2020年６月24日開催の第68回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議してお
ります。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３名であります。
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４．社外役員に関する事項
　（1） 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該法人等との関係

区　分 氏　　　名 兼職の状況 当該法人等との関係

取 締 役 金　井　美智子
弁護士法人大江橋法律事務所　弁護士
IDEC株式会社　社外取締役（監査等委員）
アズワン株式会社　社外取締役（監査等委員）

当社と各兼職先との間には特
別の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 安 田 加 奈

安田会計事務所　所長
スギホールディングス株式会社　社外監査役
株式会社ゲオホールディングス　社外取締役
中央発條株式会社　社外取締役
株式会社物語コーポレーション　社外取締役

当社と各兼職先との間には特
別の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 德 田 　 琢 德田法律事務所　代表弁護士 当社と兼職先との間には特別

の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 山　岡　美奈子 日華化学株式会社　社外取締役

株式会社サンクゼール　社外取締役
当社と各兼職先との間には特
別の関係はありません。
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　（2） 当事業年度における主な活動状況

区　分 氏　　　名 出席状況及び発言状況
並びに社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 金　井　美智子

　当事業年度開催の取締役会12回の全てに出席し、主に弁護士としての専
門的見地からの発言を行っており、特にM&Aについて専門的な立場から監
督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切
な役割を果たしております。
　また、指名報酬委員会の委員として、当事業年度開催の同委員会２回の
全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬
等の決定過程における監督機能を担っております。

取 締 役 福　井　彌一郎

　当事業年度開催の取締役会12回の全てに出席し、他社での豊富な企業
経営経験と高い見識から発言を行っており、特にM&Aについて監督、助
言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割
を果たしております。
　また、指名報酬委員会の委員として、当事業年度開催の同委員会２回の
全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬
等の決定過程における監督機能を担っております。

取 締 役
（監査等委員） 安 田 加 奈

　当事業年度開催の取締役会12回の全てに、また、監査等委員会18回の
うち17回に出席し、主に公認会計士としての専門的見地からの発言を行っ
ており、特にM&Aについて専門的な立場から監督、助言等を行うなど、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たし
ております。
　また、監査等委員会においては、当社の内部統制等について、適宜、必
要な発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 德 田 　 琢

　当事業年度開催の取締役会12回の全てに、また、監査等委員会18回の
全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っており、
特にM&Aについて専門的な立場から監督、助言等を行うなど、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりま
す。
　また、監査等委員会においては、当社の内部統制等について、適宜、必
要な発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 山　岡　美奈子

　当事業年度開催の取締役会12回の全てに、また、監査等委員会18回の
全てに出席し、他社での豊富な企業経営経験と高い見識から発言を行って
おり、特にM&Aについて監督、助言等を行うなど、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
　また、監査等委員会においては、当社の内部統制等について、適宜、必
要な発言を行っております。
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５．責任限定契約の内容の概要
　　‌�　会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役金井美智子氏、社外取締役福井彌一郎氏、

社外取締役（監査等委員）安田加奈氏、社外取締役（監査等委員）德田琢氏及び社外取締役（監
査等委員）山岡美奈子氏と、同法第423条第１項に定める損害賠償責任に関し法令の定める最低
責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。

◎本事業報告中の記載金額及び持株数は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
　また、１株当たり指標及び比率は、表示単位未満を四捨五入しております。
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連　結　貸　借　対　照　表
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資　産　の　部 負　債　の　部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
顧 客 関 連 資 産
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

42,995
15,654

569
11,144

239
5,976
6,776

920
1,031

693
△ 12

26,240
20,802

7,317
1,542

10,384
754
55

748
3,525
2,222
1,036

266
1,911

361
238
936
409

△ 34

流 動 負 債 24,534
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 5,503
電 子 記 録 債 務 7,863
短 期 借 入 金 4,560
１年内返済予定の長期借入金 749
未 払 法 人 税 等 1,003
賞 与 引 当 金 1,016
株 式 給 付 引 当 金 35
そ の 他 3,801

固 定 負 債 4,134
長 期 借 入 金 1,793
繰 延 税 金 負 債 900
再評価に係る繰延税金負債 184
退 職 給 付 に 係 る 負 債 392
そ の 他 864
負 債 合 計 28,668

純　資　産　の　部
株 主 資 本 39,437

資 本 金 2,666
資 本 剰 余 金 2,486
利 益 剰 余 金 35,016
自 己 株 式 △ 732

その他の包括利益累計額 △ 902
その他有価証券評価差額金 195
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 13
土 地 再 評 価 差 額 金 △ 1,516
為 替 換 算 調 整 勘 定 173
退職給付に係る調整累計額 231

非 支 配 株 主 持 分 2,031
純 資 産 合 計 40,566

資 産 合 計 69,235 負 債 ・ 純 資 産 合 計 69,235
（注）	 百万円未満の端数は、切り捨てて表示しております。
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（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 83,949
売 上 原 価 65,182

売 上 総 利 益 18,766
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,122

営 業 利 益 4,644
営 業 外 収 益

受 取 利 息 13
受 取 配 当 金 8
仕 入 割 引 164
そ の 他 86 273

営 業 外 費 用
支 払 利 息 51
そ の 他 14 65
経 常 利 益 4,851

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 13
負 の の れ ん 発 生 益 161 175

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 0
固 定 資 産 除 却 損 54 54

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,972
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,688
法 人 税 等 調 整 額 △ 26 1,662
当 期 純 利 益 3,310
非支配株主に帰属する当期純利益 7
親会社株主に帰属する当期純利益 3,302

（注）百万円未満の端数は、切り捨てて表示しております。

連　結　損　益　計　算　書
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
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（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資　産　の　部 負　債　の　部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

29,714
9,320

494
7,630
5,049
5,325

403
643
400
452
△ 5

31,032
13,649

5,635
206

1,430
27

6,151
49

148
89
89

17,292
295

16,039
128
598
241

△ 10

流 動 負 債 23,760
買 掛 金 3,220
電 子 記 録 債 務 7,350
短 期 借 入 金 4,000
関 係 会 社 短 期 借 入 金 4,700
１年内返済予定の長期借入金 400
未 払 法 人 税 等 737
賞 与 引 当 金 781
株 式 給 付 引 当 金 35
そ の 他 2,534

固 定 負 債 1,474
長 期 借 入 金 1,265
再評価に係る繰延税金負債 184
退 職 給 付 引 当 金 1
そ の 他 23
負 債 合 計 25,235

純　資　産　の　部
株 主 資 本 36,836
資 本 金 2,666
資 本 剰 余 金 2,486
資 本 準 備 金 2,434
そ の 他 資 本 剰 余 金 51

利 益 剰 余 金 32,415
利 益 準 備 金 216
そ の 他 利 益 剰 余 金 32,199

圧 縮 記 帳 積 立 金 199
別 途 積 立 金 7,610
繰 越 利 益 剰 余 金 24,389

自 己 株 式 △ 732
評価・換算差額等 △ 1,324
その他有価証券評価差額金 178
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 13
土 地 再 評 価 差 額 金 △ 1,516
純 資 産 合 計 35,511

資 産 合 計 60,747 負 債 ・ 純 資 産 合 計 60,747
（注）百万円未満の端数は、切り捨てて表示しております。

貸　借　対　照　表
（2026年３月31日現在）
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（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 58,258
売 上 原 価 44,604

売 上 総 利 益 13,654
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,538

営 業 利 益 4,115
営 業 外 収 益

受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 14
仕 入 割 引 23
受 取 賃 貸 料 9
そ の 他 13 61

営 業 外 費 用
支 払 利 息 44
そ の 他 3 47
経 常 利 益 4,129

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益  7 7 

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 0
固 定 資 産 除 却 損  48 48

税 引 前 当 期 純 利 益 4,087
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,267 
法 人 税 等 調 整 額 18 1,285
当 期 純 利 益 2,802

（注）百万円未満の端数は、切り捨てて表示しております。

損　益　計　算　書
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

有限責任監査法人トーマツ
大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 見 勝 文
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木 村 ま ゆ

コンドーテック株式会社
　取締役会　御中

2026年5月13日

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、コンドーテック株式会社の2025年4月1日か
ら2026年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、コンドーテック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査
に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作
成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
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を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連
結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・	　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・	　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。

・	　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・	　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・	　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・	　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監
査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するた
めの対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。
� 以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

有限責任監査法人トーマツ
大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 見 勝 文
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木 村 ま ゆ

コンドーテック株式会社
　取締役会　御中

2026年5月13日

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、コンドーテック株式会社の2025年4月1
日から2026年3月31日までの第74期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適
用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作
成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算
書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・	　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・	　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・	　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・	　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・	　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するた
めの対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
� 以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第74期事業年度における取締役の職
務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　　‌�　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議

の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

　　①‌�　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重
要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　　②‌�　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組み
については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えまし
た。

　　③‌�　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　　　‌�　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。

監査等委員会の監査報告書　謄本
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２．監査の結果
　（1） 事業報告等の監査結果
　　①‌�　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと

認めます。
　　②‌�　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら

れません。
　　③‌�　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。
　　　‌�　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。
　　　‌�　なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において取締役等から内

部統制は「有効」である旨、また有限責任監査法人トーマツから「開示すべき重要な不備は認識
していない」旨の報告を書面で受けております。

　　④‌�　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基
本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの
各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、
かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

　（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　（3） 連結計算書類の監査結果
　　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　　2026年5月13日

コンドーテック株式会社　監査等委員会
常 勤 監 査 等 委 員 西 田 範 夫 ㊞
監 査 等 委 員 安 田 加 奈 ㊞
監 査 等 委 員 德 田 　 琢 ㊞
監 査 等 委 員 山　岡　美奈子 ㊞

（注）	 監査等委員安田加奈及び德田　琢並びに山岡美奈子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。
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株 主 総 会  会 場 ご 案 内 図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

場 所 コンドーテック　大阪本社ビル　7階大会議室
大阪市西区境川二丁目２番１号

中央大通

大阪メトロ弁天町駅

大阪府立港高校

辰巳橋

九条2

スシロー

関西みらい銀行

セブンイレブン

香川銀行

アパマン
ショップ

タクシーのりば

↑
至 

大
阪

至 

天
王
寺
↓

↑
至 
尼
崎

至 

大
阪
難
波
↓

←至 大阪港

至 本町→
大阪メトロ九条駅

Ｊ
Ｒ
弁
天
町
駅

Ｊ
Ｒ
大
阪
環
状
線

大阪メトロ中央線

阪
神
九
条
駅

阪
神
な
ん
ば
線

交通機関 新大阪

東梅田

森ノ宮

鶴橋
大正

弁天町 九条

西九条

谷町四丁目大阪港
大阪メトロ
中央線

コンドーテック

大
阪
メ
ト
ロ
御
堂
筋
線

阪
神

な
ん
ば
線

大
阪
メ
ト
ロ
谷
町
線

JR大阪環状線

ＪＲ大阪
梅田

難波

西梅田

本町

大
阪
メ
ト
ロ
四
つ
橋
線

天王寺

JR大阪環状線　弁天町駅

中央南口改札より徒歩約12分

大阪メトロ　中央線　弁天町駅

東改札4-B番出口より徒歩約12分

大阪メトロ　中央線　九条駅

西改札1A出口より徒歩約10分

阪神なんば線　九条駅

西改札1番出口より徒歩約10分

開 催 場 所 が 昨 年 と 異 な り ま す の で、 ご 注 意 く だ さ い。

※駐車場・駐輪場のご用意はございませんので、ご来場の際は、
公共交通機関をご利用いただきますようお願い申しあげます。

コンドーテック　大阪本社ビル


